
マイナ免許証を保有する方へ

令和７年９月１日から、マイナ免許証

を保有する方が、マイナンバーカードを

更新したときに、新たに交付されるマイ

ナンバーカードに、自動的に免許情報が

引き継がれる運用を開始しました。

「個人番号カードオンライン申請サイ

ト」において新たなマイナンバーカード

の交付申請をする際に、「マイナ免許証

等継続利用」の手続を行ってください。

詳細については、ホームページをご覧

いただくか、お近くの運転免許センター

等にお問い合わせください。

佐賀県警察


